別添３　　　　　　　　　　　　　　
肥育牛出荷対策事業
第１　事業の内容
この事業の内容は、社団法人宮城県畜産協会（以下「宮城県畜産協会」という。）が事業対象者に対して廃棄支援金又は価格低下支援金の交付を行うものとする。
第２　事業対象者
この事業の対象となる者は、宮城県内で牛の肥育（専ら肉量の増加を目的として飼養することをいう。以下同じ。）を行い、出荷計画に基づき出荷する者であって、第３の１の事業対象牛に係る損益が帰属し、かつ、第６の規定による廃棄支援金等相当額の返還ができるものとする。
第３　事業の要件等
１　事業対象牛
（１）この事業の対象となる牛は、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第20条第３項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が牛の出荷を制限指示した平成23年7月28日において、肥育に供されている牛（搾乳又は繁殖に供される雌牛を除く。）であって、別表１に定める月齢に該当するものとする。ただし、別添２の肥育牛出荷対策事業による出荷遅延支援金の事業対象牛となったもの及び宮城県が実施する資金繰りの悪化した肉用牛肥育経営を支援するための同種の補助事業の対象となっているものを除く。
（２）（１）に定める月齢は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。）第３条の規定に基づく牛個体識別台帳に記録された事項により確認するものとする。
２　廃棄支援金等の交付
（１）廃棄支援金
事業対象牛に係る放射性物質検査結果が、食品衛生法の規定に基づく牛肉の放射性セシウムに関する暫定規制値を上回った場合は、事業対象者は、その牛肉の保管等について、宮城県知事の指示に従うとともに、その旨を宮城県畜産協会に報告するものとする。
また、宮城県畜産協会は、当該事業対象者に対して、別表２に定める廃棄支援金を交付するものとする。
（２）価格低下支援金
事業対象者は事業対象牛を販売した場合には、宮城県畜産協会に報告し、宮城県畜産協会は、当該事業対象者に対して、別表２に定める価格低下支援金を交付するものとする。
　３　東京電力株式会社に対する損害賠償請求
　事業対象者は、廃棄支援金及び価格低下支援金の交付対象となった事業対象牛について、東京電力株式会社（以下「東電」という。）に対し、自ら又は委任して損害賠償請求をするものとする。
第４　事業参加申込書等の提出
１　事業対象者は、この事業を実施するために、独立行政法人家畜改良センターが保有している牛トレーサビリティ法第３条に基づく牛個体識別台帳に記録された事業対象者の情報を独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）、宮城県畜産協会及びその事務委託先に対して提供することの同意の権限について、独立行政法人農畜産業振興機構理事長（以下「理事長」という。）に委任することとし、別紙様式第１号の肉用牛肥育経営緊急支援事業個人情報の提供に係る同意の委任状を宮城県畜産協会を通じて理事長に提出するものとする。ただし、別添１の肥育農家緊急対策事業又は別添２の出荷遅延対策事業）を実施するため、既に委任状を提出した者は不要とする。
２　事業対象者は、社団法人宮城県畜産協会会長（以下「会長」という。）が別に定める日までに、別紙様式第２号の肉用牛肥育経営緊急支援事業（肥育牛出荷対策事業）参加申込書を会長に提出するものとする。
第５　廃棄支援金等の申請
　　事業対象者は、会長が別に定める日までに、別紙様式第３号の肉用牛肥育経営緊急支援事業（肥育牛出荷対策事業）廃棄支援金等申請書を会長に提出するものとする。
第６　廃棄支援金等相当額の返還
　１　返還の対象
事業対象者は、交付を受けた廃棄支援金及び価格低下支援金については、その全額を宮城県畜産協会に返還しなければならない。なお、宮城県畜産協会は、返還の時期について、東電からの賠償金の確定時期に配慮するものとする。
２　返還金の請求
宮城県畜産協会は、会長が別に定める方法により、当該事業対象牛に係る廃棄支援金等相当額についての請求を行うものとする。
別表１
	区分
	月齢

	１　肉専用種（日本短角種も含む。）
２　交雑種
３　乳用種
	満９か月齢を超え、満34か月齢未満であること。
満７か月齢を超え、満32か月齢未満であること。
満６か月齢を超え、満26か月齢未満であること。


別表２
	区分
	補助額

	１　廃棄支援金　
（１）肉専用種（日本短角種を除く。）
（２）日本短角種
（３）交雑種  

（４）乳用種

２　価格低下支援金

（１）基準枝肉単価(H23.4～6月時点)

　　ア　肉専用種（日本短角種も含む。）

　　　　算定に用いた市場：仙台、東京

算定に用いた性別：去勢

　　（ア）　４等級以上

　　（イ）　３等級

　　（ウ）　２等級以下

イ　交雑種

算定に用いた市場：仙台、東京

　　　　　算定に用いた性別：雌、去勢

（ア）　４等級以上

　　（イ）　３等級

　　（ウ）　２等級以下

ウ　乳用種

算定に用いた市場：仙台、さいたま

算定に用いた性別：去勢

（ア）　全格付等級


	１頭当たり82万円以内
１頭当たり58万円以内
１頭当たり54万円以内
１頭当たり33万円以内　
　品種別・格付別に（１）の基準枝肉単価から事業対象牛の販売された月の（２）の月別枝肉単価を差し引いて得られる価格に（３）の基準枝肉重量を乗じた額（１万円未満切り捨て）とする。

１キログラム当たり１，７５３円

１キログラム当たり１，４３０円

１キログラム当たり１，１９５円

１キログラム当たり１，２９３円

１キログラム当たり１，１６２円

１キログラム当たり　　９５３円

１キログラム当たり　　５６９円




別表２
	区分
	補助額

	（２）月別枝肉単価
　　※週毎では格付区分の該当数が少なく、データにばらつきがでる恐れがあるため、データ数が確保できる月単位で算定する。

　　ただし、仙台中央食肉卸売市場の８月の市場開催は4日間（26日から29日）のみであるため、９月の実績と合算し９月実績として算定する。

（３）基準枝肉重量

　　ア　肉専用種（日本短角種も含む。）

算定に用いた市場：仙台、東京

　　　　　算定に用いた性別：去勢

　　　　　
　　イ　交雑種

算定に用いた市場：仙台、東京

　　　　　算定に用いた性別：雌、去勢
　　　　　
　　ウ　乳用種

  算定に用いた市場：仙台、さいたま

　　　算定に用いた性別：去勢

　　　　　


	（１）の品種・格付区分ごとに、下記の市場における月別の平均枝肉単価とする。

　ア　肉専用種

　　　仙台中央食肉卸売市場（宮城県産牛に限る。）
　イ　交雑種

　仙台中央食肉卸売市場（宮城県産牛に限る。）

　ウ　乳用種

　　　仙台中央食肉卸売市場（宮城県産牛に限る。）

　

４８９ｋｇ
４５５ｋｇ

３８２ｋｇ


別紙様式第１号
肉用牛肥育経営緊急支援事業個人情報の提供に係る同意の委任状
平成　　年　　月　　日
独立行政法人農畜産業振興機構理事長　殿
（社団法人宮城県畜産協会経由）　
（事業対象者名）
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　印
私は、本事業実施のため、独立行政法人家畜改良センターが保有している牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（平成１５年法律第７２号。以下「牛トレーサビリティ法」という。）第３条に基づく牛個体識別台帳に記録された私の情報を独立行政法人農畜産業振興機構、社団法人宮城県畜産協会及びその事務委託先に対して提供することの同意の権限を独立行政法人農畜産業振興機構理事長に委任します。
記
牛トレーサビリティ法に基づく管理者コード番号等
（管理者コード番号①）
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(フリガナ),氏名)又は名称
	
	管理者コード番号
	


（管理者コード番号②）
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(フリガナ),氏名)又は名称
	
	管理者コード番号
	


※このページの写しを独立行政法人農畜産業振興機構理事長が、独立行政法人家畜改良センター理事長に提出します。
別紙様式第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成　　年　　月　　日
肉用牛肥育経営緊急支援事業（肥育牛出荷対策事業）参加申込書
社団法人宮城県畜産協会会長　殿
（事業対象者名）
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　印
肉用牛肥育経営緊急支援事業（肥育牛出荷対策事業）を下記のとおり実施したいので、肉用牛肥育経営緊急支援事業実施要領別添３の第４の２の規定に基づき、下記のとおり事業への参加を申込します。
なお、事業対象牛について、東京電力株式会社に対し、自ら又は損害賠償対策宮城県協議会に委任して損害賠償請求を行います。また、事業対象牛の販売代金を受け取った場合又は東京電力株式会社からの賠償金が確定した場合は、交付を受ける廃棄支援金又は価格低下支援金の相当額を全額返還します。
記
１　事業参加者連絡先等
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(フリガナ),住　　所)
	〒


	TEL・FAX
	TEL：　　　　　　　　　　　　　FAX：


２　振込先金融機関　
	金融機関名
	
	金融機関コード
	

	支店名
	
	支店コード
	

	預金種類
	１：普通　２：当座　３：営農　４：組総　５：その他（　　　　　）

	預金口座番号
	

	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(フリガナ),預金口座名義人)
	


別添 事業対象牛（廃棄支援金・価格低下支援金）の出荷見込頭数
	区分
	出荷見込頭数
	備考

	１　肉専用種（日本短角種を除く）
２　日本短角種
３　交雑種
４　乳用種
	
	

	合　　　　計
	
	


別紙様式第３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成　　年　　月　　日
肉用牛肥育経営緊急支援事業（肥育牛出荷対策事業）廃棄支援金等申請書
社団法人宮城県畜産協会会長　殿
（事業対象者名）
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　印
肉用牛肥育経営緊急支援事業（出荷遅延対策事業）を下記のとおり実施したいので、肉用牛肥育経営緊急支援事業実施要領別添３の第５の規定に基づき、廃棄支援金・価格低下支援金を交付されたく申請します。
記
１　廃棄支援金申請額
	品　種
	廃棄支援金
	価格低下支援金
	合計（申請）額

	
	頭数
	金額
	頭数
	金額
	

	（１）肉専用種（日本短角種を除く）
（２）日本短角種
（３）交雑種
（４）乳用種

	　　頭
	円

	頭

	円
　　

	円


	合　計
	
	
	
	
	


２　今回申請のと畜日及び販売日の期間　　平成○年○月分

３　添付書類　
別添の廃棄支援金・価格低下支援金の申請額の明細
別添　廃棄支援金・価格低下支援金の申請額の明細
　１　廃棄支援金の申請額の明細
	個体識別
番号
	品種
	と畜日
	と畜場名
	適用単価
（廃棄支援金額）
	備考

	
	
	
	
	
	

	合　計
	
	
	
	
	


（注）検査結果を証する書類の写しを添付すること。
２　価格低下支援金の申請額の明細
	個体識別番号
	品種
	生年月日
	販売日
	格付

等級
	適用
枝肉単価
	基準枝肉重量
	金額

(価格低下支援金額)
	備考

	
	
	
	
	
	①
	②
	①×②
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	


（注）販売伝票の写しを添付すること。
整理番号











整理番号









